様式１

「飯南町過疎地域持続的発展計画（案）」に関する意見提出書
	住    所（※必須）
	

	氏    名（※必須）
	

	電話番号（※必須）
	



	計画（案）ページ
	ご  意  見  記  入  欄

	
	


※必須項目については、必ず記入してください。
（必須項目の記入がない意見については、対応しませんのでご了承ください。）

【意見提出方法】
1.役場窓口へ直接持込（平日：午前8時30分から午後5時15分まで）
役場本庁舎（まちづくり推進課）・頓原基幹支所・来島支所・志々支所のいずれか

2.郵送（〒690-3513　飯石郡飯南町下赤名880 番地　飯南町まちづくり推進課 宛）

3.FAX（送信先番号：0854-76-2221　飯南町まちづくり推進課 宛）

4.電子メール（アドレス：machidukuri@iinan.jp）

※電話や口頭での意見は受け付けません。
「飯南町過疎地域持続的発展計画（案）」について
パブリックコメントを実施します

飯南町では、地域の持続的発展の基本的方針を定めた「飯南町過疎地域持続的発展計画（令和8年度から令和12年度）」の策定を進めています。
計画の策定にあたり、広く町民の皆様から計画に対する意見を募集するため、パブリックコメントを次の通り実施します。

【意見募集対象】
・飯南町過疎地域持続的発展計画（令和8年度から令和12年度）（案）

【募集対象者】
1.町内に在住している方
2.町内にある事務所または事業所に勤務している方
3.町内にある学校に在学している方
4.その他、本計画に利害関係がある方

【意見募集期間】
・令和8年1月22日（木）から令和8年2月10日（火）
（受付は、令和8年2月10日到着分まで）

【閲覧場所】
・飯南町ホームページのほか、次の窓口で閲覧ができます。
（飯南町役場本庁舎、頓原基幹支所、来島支所、志々支所）

【結果の公表】
・提出された意見は内容を要約し、個人が特定される情報を伏せた上で、飯南町ホームページなどに公表します。
・類似の意見は集約して公表する場合があります。

【注意事項】
・「飯南町過疎地域持続的発展計画（案）」に関係しない意見はご遠慮ください。
・他人の中傷、営利目的の書き込みは行わないでください。
・意見は、わかりやすく簡潔に記入してください。
・意見は、内容を精査し、必要と認めた場合は計画に反映させますが、すべての意見が反映されるとは限りません。＜お問い合わせ先＞
〒690-3513飯石郡飯南町下赤名880番地　飯南町まちづくり推進課
TEL：0854-76-2864   FAX：0854-76-2221
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